
平成２６年６月２０日

国 土 交 通 省

＜内閣官房同時発表＞

「水循環基本法の施行期日を定める政令」について

標記政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

１．背景

水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、水循環に関す

る施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の

責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循

環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設

置することを規定する「水循環基本法（平成２６年法律第１６号、以下「法」

という。）」が平成２６年４月２日に公布されたところである。

標記政令は、「公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、法の施行期

日を定めるものである。

２．概要

法の施行期日を平成２６年７月１日とする。

問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課 中西、山田、鬼谷

連絡先 03-5253-8111（内線35-228,35-213）

03-5253-8439（直通）

 

 


